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第三次長野市
教育振興基本計画

≪R4～R８≫

１ 第三次教育振興基本計画の策定について ２

第五次長野市総合計画

第二次長野市
教育振興基本計画

≪H29～R3≫

〇 持続可能な社会の実現に向けたSDGｓの推進
〇 ICTを活用した教育の推進
〇 コミュニケーション力の向上 等

新たに加えたい視点



総合教育会議において協議・調整をし

教育振興基本計画をもって大綱に代えることが可能

３

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第1条の３

平成26年7月17日 文部科学省初等中等教育局長通知

２ 教育等の「大綱」について

３ 長野市における「大綱」について

地方公共団体の長は

教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の 大綱

を定めることを規定



４

教育振興基本計画をもって大綱に代えるため

総合教育会議での意見等を踏まえ策定

第三次長野市教育振興基本計画

第二次長野市教育振興基本計画

総合教育会議での意見等を踏まえ策定


